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特許法等の一部を改正する法律（令和３年５月２１日法律第４２号） 

 

 第２０４回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を

定める政令が２０２１年９月１４日に閣議決定された。附則第１条本文において定める施

行期日は２０２２年（令和４年）４月１日であり、同条第３号に掲げる規定の施行期日は

２０２１年（令和３年）１０月１日である。 

 今回の改正は、新型コロナウィルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

と、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しと、知的財産

制度の基盤の強化と、を含む。以下、主要な改正については背景も交えながら、改正の概

要を説明する。 

 

 

Ｉ．新型コロナウィルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備 

 １．審判等の口頭審理等のオンライン化（特許法、実用新案法、意匠法、商標法） 

【施行期日】２０２１年１０月１日 

「背景」 

 当事者および参加人が新型コロナウィルス感染症に対する不安を抱くことなく口頭審理

等に参加可能とする観点、およびデジタル化等の社会構造の変化に対応した策を講じる観

点から、本改正に至った。 

 

「概要」 

 審判長の判断で、当事者および参加人が審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システ

ム等を利用して、審判等の口頭審理、証拠調べ、証拠保全の期日における手続を行うこと

を可能とする（特許法第７１条第３項、第１４５条第６項および第７項、第１５１条

等）。 

 

 ２．特許印紙による予納の廃止・料金支払方法の拡充（工業所有権に関する手続等の特

例に関する法律） 

【施行期日】 

（特許印紙による予納の廃止）（銀行振込による予納（現金納付）の開始）：２０２１年１

０月１日 

（窓口でのクレジットカード支払い）：２０２２年４月１日 

⇒★補足：経過措置として、特許印紙による予納は、２０２１年１０月１日から起算して

２年を超えない範囲内において政令で定める日（令和３年１１月１日現在では未定）まで

の間はなおその効力を有する。 
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「背景」 

 物理的な印紙の取り扱いに係るユーザーおよび特許庁双方の負担軽減の観点から、本改

正に至った。 

 

「概要」 

 特許料等または手数料の予納は、特許印紙ではなく現金をもってしなければならない

（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第１４条第１項および第２項、第１５条

各項等）。 

 今回の改正により、料金支払方法としては、口座振替、口座振込、クレジットカード等

での支払いが可能となる。 

 

 ３．意匠・商標国際出願手続のデジタル化（意匠法、商標法） 

 （１）国際意匠・商標登録出願の登録査定の謄本の送達見直し 

 【施行期日】国際意匠登録出願：２０２１年１０月１日 

       国際商標登録出願：２０２１年５月２１日から起算して２年を超えない範

囲内において、政令で定める日（２０２１年１１月１日現在では未定） 

 

 「背景」 

  新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、一部の国について国際郵便の引受が停

止され、登録査定の謄本の送達が滞ったことから、本改正に至った。 

 

 「概要」 

  国際意匠登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事

項を国際事務局に対して通知することで、査定の謄本の送達に代えることができる（意匠

法第６０条の１２の２）。 

  国際商標登録出願の査定の方式について、特許庁長官が登録査定に記載されている事

項を国際登録に関するマドリッド協定の議定書に定める国際事務局に対して通知すること

で、査定の謄本の送達に代えることができる（商標法第６８条の１８の２）。 

 

 （２）国際商標登録出願の手数料の二段階納付の廃止 

 【施行期日】２０２１年５月２１日から起算して２年を超えない範囲内において、政令

で定める日（令和３年１１月１日現在では未定） 

 

 「概要」 

  国際商標登録出願の個別手数料を、国際登録前に国際事務局にまとめて納付しなけれ
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ばならない（商標法第６８条の１９第１項および第２項、第１５条各項）。［注１］ 

 
（第１５回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料４より引用） 

 

 （３）国際意匠登録出願における新規性喪失の例外の適用の証明書の提出方法の拡充 

 【施行期日】２０２１年１０月１日 

 

 「背景」 

  国際出願の出願人は、願書を国際事務局に提出するが、国際意匠登録出願における新

規性喪失の例外適用証明書は、国際登録の日から原則６月後である国際公表の日から一定

期間内に日本国特許庁長官に宛てて提出することとなる。その際、願書と証明書の提出時

期や提出先の違いに起因し、出願人が特許庁への証明書の提出を失念し、結果として新規

性喪失の例外の規定の適用を受けることができないという事態が生じていることから、本

改正に至った。 

 

 「概要」 

  国際意匠登録出願の出願人が、新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を、意

匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に定める国際事務局に提出するこ

とができる（意匠法第６０条の７第２項）。［注１］ 
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（第１５回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料４より引用） 

 

 ４．追納時の割増特許料等の納付免除（特許法、実用新案法、意匠法、商標法） 

【施行期日】２０２１年１０月１日 

 

「背景」 

 追納は、第４年以降の特許料の納付期間を経過した場合に、相当額の割増料金を徴収す

ることにより、納付期限経過後に特許料の納付を可能とするものである。実用新案法、意
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匠法、商標法においても、特許法と同様に追納に係る規定を設けている。 

 新型コロナウィルスの感染拡大により特許料を納付期間内に支払うことができない場合

は、特許権者からはやむを得ない事情である限り、納付期間が経過した場合に必ず割増特

許料を支払う必要があるとする現行制度は不合理であることから、本改正に至った。 

 

「概要」 

 感染症拡大や災害等、特許権者の責めに帰することができない理由により、特許料の納

付期間を経過した場合に、相応の期間内（納付期間経過後６月以内）において割増特許料

の納付を免除する（特許法第１１２上第２項および第４項から第６項）。 

 なお、実用新案、意匠および商標における割増登録料についても同様である（実用新案

法第３３条第２項、第４項および第５項、意匠法第４４条第２項および第４項、商標法第

４１条の２第６項および第４３条第１項から第３項）。 

 

 

Ⅱ．デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し 

 １．海外からの模倣品流入への規制強化（意匠法、商標法） 

 【施行期日】２０２１年５月２１日から起算して１年６月を超えない範囲内において、

政令で定める日（令和３年１１月１日現在では未定） 

 

「背景」 

 近年、海外の事業者が国内の者に対して、少量の模倣品を郵送等により直接販売や送付

する取引が急増している。この場合、「輸入」の主体は国内の個人のため、「業として」の

実施の定義・使用の定義要件を満たさない場合には産業財産権の侵害に値せず、税関で模

倣品を没収等することができないことから、本改正に至った。 

 

「概要」 

 意匠および商標の実施の定義に定める「輸入」する行為には、外国の者が外国から日本

国内に他人をして（郵送業者等の自分以外の他人によって）持ち込ませる行為が含まれる

ものとする（意匠法第２条第７項、商標法第２条第７項）。［注１］ 
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（第１５回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料４より引用） 

 

 ２．訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し（特許法、実用新案法、意

匠法） 

 【施行期日】２０２２年４月１日 

 

「概要」 

 （１）特許法 

  （１－１）特許権の放棄において、通常実施権者の承諾は、不要となる（特許法第９

７条第１項）。 

  ⇒★補足：特許権の放棄についての専用実施権者および質権者の承諾は、引き続き必

要となる。また、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄および実用新案登録に基づく特

許出願における通常実施権者の承諾（仮専用実施権の放棄については仮通常実施権者の承

諾）は、引き続き必要となる。［注２］ 

 

  （１－２）訂正審判の請求において、通常実施権者の承諾は、不要となる（特許法第

１２７条）。 

  ⇒★補足：訂正審判の請求についての専用実施権者および質権者の承諾は、引き続き

必要となる。［注２］ 

 

 （２）実用新案法 

  実用新案権の放棄および訂正における通常実施権者の承諾は、不要となる（実用新案

法第２６条および第１４条の２第１３項）。 

  ⇒★補足：実用新案権の放棄および訂正についての専用実施権者および質権者の承諾

は、引き続き必要となる。［注２］ 
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 （３）意匠法 

  意匠権の放棄および訂正における通常実施権者の承諾は、不要となる（意匠法第３６

条）。 

  ⇒★補足：意匠権の放棄および訂正についての専用実施権者および質権者の承諾は、

引き続き必要となる。［注２］ 

 

 （４）商標法 

  商標権の放棄については、引き続き通常使用権者等の承諾を必要とし、商標法の改正

は行われない。［注２］ 

 

（産業構造審議会知的財産分科会 第４２回特許制度小委員会 配布資料 資料２より引

用） 

 

 ３．特許権等の回復要件の緩和（特許法、実用新案法、意匠法、商標法） 

 【施行期日】２０２１年５月２１日から起算して２年を超えない範囲内において、政令

で定める日（令和３年１１月１日現在では未定） 

 

「概要」 

 特許権等の回復要件として、現行制度における「正当な理由がある場合に、権利を回復

できる」とする法制から、「期間徒過が故意でないと認められる場合に、権利回復でき

る」とする法制に改正する。以下、回復要件について、詳細に説明する。 
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 （１）外国語の特許出願の翻訳文（特許法、実用新案法） 

  外国語の特許出願において、明細書等の翻訳文を所定の期間内に提出することができ

なかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り翻訳文を

提出できる（特許法第３６条の２第６項および第１８４条の４第４項、実用新案法第４８

条の４第４項等）。 

 

 （２）特許出願等に基づく優先権主張、パリ条約の例による優先権主張（特許法、実用

新案法、意匠法） 

  優先権の主張と伴う特許出願等において、優先期間内に特許出願等をすることができ

なかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り、特許出

願等に基づく優先権主張、パリ条約の例による優先権主張をすることができる（特許法第

４１条第１項および第４３条の２第１項、実用新案法第８条第１項第１号および第１１条

第１項、意匠法第１５条第１項等）。 

 

 （３）出願審査請求（特許法） 

  特許出願審査請求において、その請求期間内に請求をすることができなかったことに

ついて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り請求することができる

（特許法第４８条の３第５項）。 

 

 （４）特許料等の追納（特許法、実用新案法、意匠法） 

  特許料等の追納において、所定期間内に追納することができなかったことについて、

故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り追納することができる（特許法第

１１２条の２第１項、実用新案法第３３条の２第１項、意匠法第４４条の２第１項）。 

 

 （５）商標権等（商標法） 

 （５－１）商標権存続期間の更新 

  商標権の存続期間の満了前６月から満了日までの期間内に商標権存続期間を更新でき

なかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り更新申請

することができる（商標法第２１条第１項）。 

 

 （５－２）後期分割登録料等の追納 

  商標権の満了前５年を経過後６月以内に後期分割登録料および割増登録料を追納でき

なかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り後期分割

登録料および割増登録料を追納できる（商標法第４１条の３第１項）。 
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 （５－３）防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願 

  防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前６月から満了日までの間に更新登録出

願できなかったことについて、故意でないと認められる場合には、一定の期間内に限り更

新登録出願をすることができる（商標法第６５条の３第３項）。 

 

 （５－４）書換登録の申請 

  書換登録の申請期間内に申請ができなかったことについて、故意でないと認められる

場合には、一定の期間内に限り書換登録の申請をすることができる（商標法附則第３条第

３項）。 

 

 （６）在外者の特許管理人の特例（特許法、実用新案法） 

  国際特許出願における特許管理人の選任の届出において、所定の期間内に特許庁長官

に対して届出をすることができなかったことについて、故意でないと認められる場合に

は、一定の期間内に限り届出をすることができる（特許法第１８４条の１１第６項、実用

新案法第４８条の１５第２項）。 

 

 

Ⅲ．知的財産制度の基盤の強化 

 １．特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設（特許法、実用新案法、弁理

士法） 

 【施行期日】２０２２年４月１日 

 

「背景」 

 ＡＩ・ＩｏＴ技術の時代において、特許権侵害訴訟は、これまで以上に高度化・複雑化

することが想定され、裁判官が必要に応じてより幅広い意見を参考にして判断を行えるよ

うにするため、本改正に至った。 

 

「概要」 

 特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟および補償金請求訴訟において、当事者の申立て

により、裁判所が必要と認めるときに限り、広く一般の第三者に対してその審理に必要な

事項について、意見を求めることができ、意見を当事者が証拠に活用できる（特許法第６

５条第６項および第１０５条の２の１１、実用新案法第３０条）。［注１］ 

 弁理士は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が広く一般の第三者に対して審理に必要

な事項について意見を求めた際に、意見を記載した書面を提出しようとする者からの意見

の内容（特許法および実用新案法の適用に関するものに限る。）に関する相談に応ずるこ

とを業とすることができる（弁理士法第４条第２項第４号）。 
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（第１５回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料４より引用） 

 

 ２．特許料等の改訂（特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特許協力条約に基づく国

際出願等に関する法律） 

 【施行期日】２０２２年４月１日 

 

「背景」 

 審査負担増大や手続きのデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等

の料金体系が見直された。 

 

「概要」 

 特許料、商標登録料、商標更新登録料（特許料等という。）などについて、上限額を法

定し、具体的な金額を政令で定める（特許法第１０７条第１項、商標法第４０条第１項お

よび第２項、商標法第４１条の２第１項および第７項、商標法第６５条の７第１項および

第２項、商標法第６８条の３０第１項および第５項）。［注１］ 

 特許料等の改正料金は、当該料金の納付時が２０２２年４月１日又はそれ以降の場合に

適用される。 

 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料の内の一部手数料の上限額を引き上げる

（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第１８条第２項表１および２）。［注１］ 

 特許協力条約に基づく国際出願の改正料金は、国際出願時または予備審査請求時が２０

２２年４月１日又はそれ以降の場合に適用される。 

 特許庁は、令和３年７月、産業財産権関係料金の見直し（特許庁の料金改正案）に対し

て意見募集を行った。特許庁の現行提案については、［注３］を参照。 
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（第１５回産業構造審議会知的財産分科会 配布資料 資料４より引用） 

 

 ３．弁理士制度の見直し（弁理士法） 

 【施行期日】２０２２年４月１日 

 

「概要」 

 （１）農林水産知財業務の弁理士業務への追加 

  弁理士は、外国の行政官庁等に対する植物の新品種または地理的表示に関する権利に

関する手続に関する資料の作成等を行うことおよび植物の新品種または地理的表示の保護

に関する相談に応ずることを業とすることができる（弁理士法第４条第３項第２号および

第３号、第８条第３号）。 

  ⇒★補足：植物の品種登録（育成者権）や地理的表示に関する「相談業務」および

「海外出願支援業務」についてのみ弁理士法に規定し、「国内出願支援業務（品種登録出

願業務）」については弁理士法には規定しない。 

 

 （２）法人名称の変更 

  弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更する（弁

理士法目次および本則）。 

 

 （３）一人法人制度の導入 

  弁理士の社員一人のみでも法人の設立を可能とする（弁理士法第２条第７項、第４３

条第１項、第４７条の３第７項、第５２条各項および第５２条の２）。 

 

＜参考＞ 
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［注１］日本特許庁「産業構造審議会 第１５回知的財産分科会 配布資料／資料４：特

許法等の一部を改正する法律案の概要」 

［注２］日本特許庁「産業構造審議会知的財産分科会 第４２回特許制度小委員会 配布

資料／資料２：訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し」 

［注３］日本特許庁「産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について」 

以上 

 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/15-shiryou/04.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/15-shiryou/04.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/42-shiryou/04.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/42-shiryou/04.pdf
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/210716_ryokin_minaoshi.html

